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労使交渉がうまくいかない！

こんなときは
労働委員会をご利用ください。

使用者からこんな行為を受けた！

労働組合と使用者との
紛争の解決をお手伝いします！
労働組合と使用者との
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労働組合と使用者との

紛争の解決をお手伝いします！
労働組合と使用者との

紛争の解決をお手伝いします！

●労働組合加入を通知したら関連会社への出向を命じ
られた！
●上司から、 暗に労働組合からの脱退を求められた！
●組合員のみが再雇用を拒否された！
●解雇された後、 組合が解雇問題について団体交渉を
申し入れたら、 雇用関係にないとして拒否された！
●会社内にある組合事務所の退去を命じられた！

●賃金や一時金に係る労使交渉が暗礁に乗り上げた！
●労働条件の変更をめぐって労使が対立している！

ー東京都労働委員会ー

ー東京都労働委員会ー労働委員会の委員

そのほかにこんなこともしています

　労働委員会は、労働組合が不当労働行為の救済を申し立てると
きや、法人として登記をするために必要な証明書の交付を受けると
きなどに、その労働組合が自主的かつ民主的に組織・運営されて
いるかなどの資格を審査することになっています。
　審査には、 組合の規約等の提出が必要です。 詳しい手続につい
てはお問い合わせください。

　労働委員会のしごとを担当するのは、 委員と、 委員を補佐する事
務局職員です。
　委員は、
●学識経験者から選ばれた公益委員
●労働組合から推せんされた労働者委員
●使用者団体から推せんされた使用者委員
の三者構成で、 東京都の場合、 各13人、 計39人の委員が任命さ
れています。
　異なる立場から任命されたそれぞれの委員が、 協力し合いなが
らしごとを進めるところに労働委員会の特徴があります。

●申請や申立ては、 無料です。
●相談内容等の秘密は厳守します。

ご利用にあたって

労働組合の資格審査
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